
2020.９.15　広報　いばらき　おしらせ版 10

編集・発行／茨城町　町長公室　秘書広聴課
〒311-3192　茨城県東茨城郡茨城町小堤1080　☎ 029-292-1111　FAX 029-292-6748

　
町
で
は
、
次
の
と
お
り
「
特
設
人
権
相
談
」
を
実
施

し
ま
す
。
地
元
の
人
権
擁
護
委
員
が
、
人
権
問
題
等
で

お
困
り
の
方
々
か
ら
の
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

▼
日
時
　
　
月
　
日（
木
）
　
午
前
　
時
～
午
後
３
時

10

15

10

（
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
１
時
ま
で
は
行
い
ま
せ
ん
）

▼
場
所
　
茨
城
町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
ゆ
う
ゆ
う

館
」
２
階
　
会
議
室
４

【
問
合
せ
先
】　
社
会
福
祉
課

☎
０
２
９（
２
４
０
）７
１
１
２（
直
通
）

　
県
立
歴
史
館
で
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
て
い
ま

す
。
歴
史
が
好
き
な
方
や
、
各
種
イ
ベ
ン
ト
（
昔
あ
そ

び
体
験
や
勾
玉
づ
く
り
体
験
な
ど
）
の
運
営
補
助
・

校
外
学
習
支
援
な
ど
に
興
味
の
あ
る
方
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

▼
活
動
期
間
　
令
和
３
年
３
月
　
日
（
水
）
ま
で

31

▼
活
動
場
所
　
茨
城
県
立
歴
史
館

　
　
　
　
　
　
（
水
戸
市
緑
町
２
―
１
―
　
）
15

▼
対
象
　
　
歳
以
上
の
方

18

▼
申
込
方
法
　
随
時
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
の
で
、
所

定
の
申
込
書
に
記
入
の
上
、
メ
ー
ル
ま
た
は
F
A
X
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

daihyou@
rekishikan.m

useum
.ibk.ed.jp

　
F
A
X
　
０
２
９（
２
２
８
）４
２
７
７

※
申
込
書
は
、
同
館
ま
た
は
同
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
 

（https://rekishikan-ibk.jp/

）
か
ら
入
手
で

き
ま
す
。

【
問
合
せ
先
】　
茨
城
県
立
歴
史
館
教
育
普
及
課

☎
０
２
９（
２
２
５
）４
４
２
５

　
令
和
３
年
度
入
学
者
を
募
集
し
ま
す
。

▼
入
学
者
選
考
日

　
小
学
部
・
中
学
部
　
　
月
　
日（
火
）

11

17

　
高
等
部
　
令
和
３
年
１
月
　
日（
木
）

14

▼
募
集
人
員

　
小
学
部
第
１
学
年
　
３
人

　
中
学
部
第
１
学
年
　
６
人

　
高
等
部
第
１
学
年
　
８
人

詳
し
く
は
本
校
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（http://w
w
w
.yougo.ibaraki.ac.jp/

）

【
問
合
せ
先
】　

茨
城
大
学
教
育
学
部
附
属
特
別
支
援
学
校

☎
０
２
９（
２
７
４
）６
７
１
２

　
い
ば
ら
き
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
理
由
で
仕
事
に
就
く
こ
と
が
困
難
な
若
者
の

た
め
に
就
労
相
談
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

　「
働
き
た
い
の
に
働
け
な
い
」「
誰
に
相
談
し
た
ら
い
い

の
か
わ
か
ら
な
い
」「
就
職
活
動
の
や
り
方
を
教
え
て
ほ

し
い
」な
ど
、
就
職
に
悩
む
方
に
、
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
が
個
別
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
電
話
に
よ
る
事
前
予
約
制
で
、
相
談
は
無
料
で
す
。

▼
日
時
　
月
曜
～
土
曜
（
日
・
祝
日
を
除
く
）

　
　
　
　
午
前
　
時
～
午
後
５
時

１０

▼
場
所
　
い
ば
ら
き
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　
　
　
（
〒
３
１
１
―
４
１
４
１

　
　
　
　
水
戸
市
赤
塚
１
―
１
　
ミ
オ
ス
ビ
ル
１
階
）

▼
対
象
　
　
歳
～
　
歳
の
未
就
労
者
及
び
そ
の
家
族

１５

４９

【
予
約
申
込
・
問
合
せ
先
】

い
ば
ら
き
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

☎
０
１
２
０（
７
１
７
）５
５
７

建
退
共
制
度
は
、
建
設
現
場
労
働
者
の
福
祉
の
増

進
と
、
建
設
業
を
営
む
中
小
企
業
の
振
興
を
目
的
と

し
て
設
立
さ
れ
た
退
職
金
制
度
で
す
。

こ
の
制
度
は
、
事
業
主
の
方
々
が
、
労
働
者
の
働
い

た
日
数
に
応
じ
て
掛
金
と
な
る
共
済
証
紙
を
共
済
手
帳

に
貼
り
、
そ
の
労
働
者
が
建
設
業
界
で
働
く
こ
と
を
や

め
た
と
き
に
建
退
共
か
ら
退
職
金
を
支
払
う
と
い
う
、

い
わ
ば
建
設
業
界
全
体
で
の
退
職
金
制
度
で
す
。

詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
建
退
共
」
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

▼
加
入
で
き
る
事
業
主
　
建
設
業
を
営
む
方

▼
対
象
と
な
る
労
働
者
　
建
設
業
の
現
場
で
働
く
人

▼
掛
金
　
日
額
３
１
０
円

▼
建
退
共
の
特
長

〇
国
の
制
度
な
の
で
安
全
確
実
か
つ
手
続
き
が
簡
単
で

す
。

〇
掛
金
の
一
部
を
国
が
負
担
し
ま
す
。

〇
事
業
主
が
変
わ
っ
て
も
退
職
金
は
企
業
間
を
通
算
し

て
計
算
さ
れ
ま
す
。

〇
掛
金
は
事
業
主
負
担
と
な
り
ま
す
が
、
法
人
は
損

金
、
個
人
で
は
必
要
経
費
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
。

〇
経
営
事
項
審
査
で
加
点
評
価
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

 建
退
共
か
ら
事
業
主
の
皆
様
へ
の
お
願
い
 

〇
共
済
証
紙
は
、
労
働
者
の
就
労
日
数
に
応
じ
て
適

正
に
貼
付
し
て
く
だ
さ
い
。

〇
「
建
設
業
退
職
金
共
済
手
帳
」
を
所
持
し
て
い
る

労
働
者
が
、
建
設
業
界
を
引
退
す
る
と
き
は
、
忘

れ
ず
に
退
職
金
を
請
求
す
る
よ
う
に
指
導
し
て
く

だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】

建
退
共
茨
城
県
支
部

☎
０
２
９（
２
２
５
）０
０
９
５

知
っ
て
い
ま
す
か
？
　
建
退
共
制
度

人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
「
特
設
人
権
相
談
」
を
実
施

し
ま
す

茨
城
大
学
教
育
学
部
附
属
特
別
支
援
学
校

入
学
者
募
集
の
お
知
ら
せ

茨
城
県
立
歴
史
館
　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集
の
お
知

ら
せ

い
ば
ら
き
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

就
労
相
談
の
お
知
ら
せ


